
１ 飲食店等に対する要請 (令和３年７月２２日～令和３年８月2２日）

• まん延防止等重点措置区域内(清川村を除く県内全市町)の飲食店等に対し、５時から20時ま

での時短営業【要請】

酒類及び飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の提供は終日停止

酒類の提供は終日停止（マスク飲食実施店も含む）

※詳細は「飲食店等の事業者のみなさまへ」を参照

• まん延防止等重点措置区域外の飲食店等に対し、５時から21時までの時短営業【要請】

酒類及び飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の提供は終日停止

酒類の提供は11時から20時まで（ただし、以下の要件を満たした場合）

・滞在時間：90分以内

・利用人数：１組４人以内又は同居の家族に限る

・感染防止対策基本４項目の遵守（「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」、「手指消毒の

徹底」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」）

• 時短要請に応じていただいた店舗に対して、措置区域・その他区域とも、協力金を支給

詳細は県ホームページに掲載される内容等を御確認ください。

(※) 感染防止対策取組書への感染防止対策基本４項目の明記や、ＬＩＮＥコロナお知らせシステム登

録(入退店時二次元コード読取り)、帳簿記録（氏名・入退店時間記録・保管）により、入退店時

の記録などをお願いします。

２ その他の施設（人が集まり飲食に繋がる可能性のある施設）に対する要請等

①時短要請等は下表のとおり

※上記の時短要請に応じていただいた措置区域内の1,000平米超の施設に対して協力金を支給

○令和３年７月22日～８月22日

第38回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部資料（抜粋）

No,１

事業者の皆様へ



３ イベントの開催制限について

収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度

併せて時短営業(無観客で開催される催物等については営業時間の短縮の働きかけ対象外)や参

加者に対するイベント前後の会食自粛の周知

措置区域内は、酒類の提供（店内への持込を含む）は終日停止の働きかけ【お願い】

※ 既存販売分については適用しない

４ 大学や学校への要請について(～令和３年８月２２日）

学生、生徒へ基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛の呼びかけ

感染防止のための所要の措置を講じること

寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底

発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知の徹底

５ 高齢者施設等への要請

県又は保健所設置市が行う施設従事者へのPCR検査の受検を促すよう要請

６ その他 (お願い事項)

飲食店の皆様はデリバリーやテイクアウトによる営業強化

店舗におけるアクリル板設置等の飛沫対策の実践

感染防止対策取組書の掲示及び業種別ガイドラインの遵守

時 期 収容率 人数上限 イベント開催時間

６月21日以降 大声なし100%以内
大声あり50%以内

5,000人

措置区域内：５時から21時まで
酒類の提供は終日停止

措置区域外：５時から21時まで
酒類の提供は20時まで

②その他措置等（時短要請等以外）については下表のとおり

③①②の施設で共通の措置等は下表のとおり
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１ 飲食店等に対する要請 (令和３年７月12日～令和３年７月2１日）

• まん延防止等重点措置区域内(横浜市、川崎市、相模原市、厚木市)の飲食店等に対し、５時か

ら20時までの時短営業【要請】

酒類及び飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の提供は終日停止

酒類の提供は終日停止（ただし、マスク飲食実施店(※)を除く）

※詳細は「飲食店等の事業者のみなさまへ」を参照

＜要件＞

・提供時間：11時から１９時まで

・滞在時間：90分以内

・利用人数：１組４人以内または同居の家族に限る

・感染防止対策基本４項目の遵守(「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」、「手指消毒の

徹底」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」)

まん延防止等重点措置区域外（その他区域）の飲食店等に対し、５時から2１時までの時短営業

【要請】

酒類及び飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の提供は終日停止

酒類の提供は11時から20時まで（ただし、以下の要件を満たした場合）

・滞在時間：90分以内

・利用人数：１組４人以内又は同居の家族に限る

・感染防止対策基本４項目の遵守（「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」、「手指消毒の

徹底」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」）

・ 時短要請に応じていただいた店舗に対して、措置区域・その他区域とも、協力金を支給

詳細は県ホームページに掲載される内容等を御確認ください。

(※) 感染防止対策取組書への感染防止対策基本４項目の明記や、ＬＩＮＥコロナお知らせシステム登

録(入退店時二次元コード読取り)、帳簿記録（氏名・入退店時間記録・保管）により、入退店時

の記録などをお願いします。

２ その他の施設（人が集まり飲食に繋がる可能性のある施設）に対する要請等

①時短要請等は下表のとおり

※上記の時短要請に応じていただいた措置区域内の1,000平米超の施設に対して協力金を支給

○令和３年７月12日～７月2１日
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３ イベントの開催制限について

収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度

併せて時短営業(無観客で開催される催物等については営業時間の短縮の働きかけ対象外)や参

加者に対するイベント前後の会食自粛の周知

措置区域内は、酒類の提供（店内への持込を含む）は終日停止の働きかけ【お願い】

※ 既存販売分については適用しない

４ 大学や学校への要請について(～令和３年７８月2122日）

学生、生徒へ基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛の呼びかけ

感染防止のための所要の措置を講じること

寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底

発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知の徹底

５ 高齢者施設等への要請

県又は保健所設置市が行う施設従事者へのPCR検査の受検を促すよう要請

６ その他 (お願い事項)

飲食店の皆様はデリバリーやテイクアウトによる営業強化

店舗におけるアクリル板設置等の飛沫対策の実践

感染防止対策取組書の掲示及び業種別ガイドラインの遵守

時 期 収容率 人数上限 イベント開催時間

６月21日以降 大声なし100%以内
大声あり50%以内

5,000人

措置区域内：５時から21時まで
酒類の提供は19時まで

措置区域外：５時から21時まで
酒類の提供は20時まで

②その他措置等（時短要請等以外）については下表のとおり

③①②の施設で共通の措置等は下表のとおり
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